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告 示

島根県告示第488号

島根県中小企業制度融資要綱（昭和47年島根県告示第239号）の一部を次のように改正する。

平成21年６月23日

島根県知事 溝 口 善兵衛

別表の注の３の⑷中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改

め、「同法」を削る。

附 則

この告示は、平成21年６月23日から施行する。

公 安 委 員 会 告 示

島根県公安委員会告示第61号

警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定する警備員指導教育責任者講習

（以下「講習」という。）を次のとおり実施するので、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関

する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。以下「講習規則」という。）第２条の規定により告示する。

平成21年６月23日

島根県公安委員会委員長 山 下 裕 國

１ 実施する講習

⑴ 法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に規定する警備員指導教育責任者講

習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新

規取得講習」という。）

⑵ 講習規則第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

２ 新規取得講習に係る警備業務の区分、実施日時及び実施場所

講習の区分 実 施 期 日 実施時間 実 施 場 所

法第２条第１項第１号に規定 平成21年９月２日（水）から同 ９：00～17：00 松江市殿町158番地

する警備業務（以下「新規取 月10日（木）まで （９月８日及び同月９ 島根県民会館

得講習１号」という。） （日曜日及び土曜日を除く。） 日は18：00まで）

法第２条第１項第２号に規定 平成21年９月２日（水）から同 ９：00～17：00

する警備業務（以下「新規取 月９日（水）まで

得講習２号」という。） （日曜日及び土曜日を除く。）

法第２条第１項第３号に規定 平成21年９月２日（水）から同 ９：00～17：00

する警備業務（以下「新規取 月９日（水）まで

得講習３号」という。） （日曜日及び土曜日を除く。）

３ 追加取得講習に係る警備業務の区分、実施日時及び実施場所

講習の区分 実 施 期 日 実施時間 実 施 場 所

法第２条第１項第１号に規定 平成21年９月７日（月） 13：00～17：00 松江市殿町158番地

する警備業務（以下「追加取 同月８日（火）から10日（木） ９：00～18：00 島根県民会館

得講習１号」という。） まで （９月10日は17：00ま

で）
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法第２条第１項第２号に規定 平成21年９月７日（月） 13：00～17：00

する警備業務（以下「追加取 同月８日（火）及び９日（水） ９：00～17：00

得講習２号」という。）

法第２条第１項第３号に規定 平成21年９月７日（月） 13：00～17：00

する警備業務（以下「追加取 同月８日（火）及び９日（水） ９：00～17：00

得講習３号」という。）

４ 講習定員

⑴ 新規取得講習１号

20名程度

⑵ 新規取得講習２号

15名程度

⑶ 新規取得講習３号

５名程度

⑷ 追加取得講習１号及び追加取得講習２号

10名程度

⑸ 追加取得講習３号

５名程度

５ 受講対象者

⑴ 新規取得講習

受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当する者とする。

ア 最近５年間に受講しようとする警備業務（以下「当該警備業務」という。）の区分に係る警備業務に従事した期

間が通算して３年以上である者

イ 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）第４条に規

定する１級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証

明書」という。）の交付を受けている者

ウ 検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受

けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業

務に従事しているもの

エ 検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。

以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に

合格した者

オ 旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に合格した警備員で

あって、当該検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事しているもの

⑵ 追加取得講習

受講申込みを行う日において、当該警備業務以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の交付を受け

ている者であって、⑴のいずれかに該当するもの

６ 受講申込手続に関する事項

⑴ 受付期間

平成21年７月２日（木）から同月10日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時ま

で。ただし、定員に達した時点で受付を締め切る。

⑵ 受付場所

島根県内の警察署

 
3



第2,096号 島 根 県 報 平成21年６月23日

⑶ 提出書類

ア 講習規則別記様式第１号の警備員指導教育責任者講習受講申込書１通（写真（申込前６月以内に撮影した無帽、

正面、上三分身、無背景のもの）をはり付けたもの）

イ ５の受講対象者に該当することを疎明する次の書面各１通

５⑴アに該当する者(ア)

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していたことを証明する警備業者等が作成する書面（以下「警備業

務従事証明書」という。）及び履歴書

５⑴イに該当する者(イ)

５⑴イに掲げる合格証明書の写し

５⑴ウに該当する者(ウ)

５⑴ウに掲げる合格証明書の写し及び警備業務従事証明書

５⑴エに該当する者(エ)

５⑴エに掲げる１級の検定に係る旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「合格証」という。）の写し

５⑴オに該当する者(オ)

５⑴オに掲げる２級の検定に係る合格証の写し及び警備業務従事証明書

ウ 追加取得講習を受講しようとする者にあっては、交付を受けている指導教育責任者資格者証等の写し１通

エ 代理人が提出する場合にあっては、申込者本人の委任状

⑷ 受講手数料

受講手数料は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を、受講申込書提出時に島根県収入証紙を手数料納

付書にはり付けて納付すること。

なお、受講手数料は、受講申込書を受理した後は申込みを取り消し、又は受講しなかった場合でも還付しない。

ア 新規取得講習１号 47,000円

イ 新規取得講習２号 38,000円

ウ 新規取得講習３号 38,000円

エ 追加取得講習１号 23,000円

オ 追加取得講習２号 14,000円

カ 追加取得講習３号 14,000円

７ 講習の委託

講習は、社団法人島根県警備業協会に委託して実施する。

８ その他

⑴ 講習終了後、修了考査を行い、講習に係る事項を修得したと認められる者に対し、講習修了証明書を交付する。

⑵ 新規取得講習にあっては講習初日の午前８時30分から午前８時50分までの間、追加取得講習にあっては講習初日の

午後０時30分から午後０時50分までの間に講習の受付を行う。

９ 問い合わせ先

島根県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0852－26－0110内線3491、3493）又は島根県内の最寄りの警察署生

活安全（刑事）課（係）に行うこと。

島根県公安委員会告示第62号

警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条に規定する審査（以下「検定合格者審査」とい

う。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」

という。）附則第９条の規定により告示する。
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平成21年６月23日

島根県公安委員会委員長 山 下 裕 國

１ 検定合格者審査を実施する警備業務の種別及び級並びに当該種別及び級に応じた資格

⑴ 空港保安警備業務１級

規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧規則」という。）第１条第１項の表に規定する空港保安警備（次号において「空港保安警備」という。）に係る

同項に規定する検定（以下「旧検定」という。）であって同条第２項に規定する１級に係るもの（以下「旧１級検

定」という。）に合格した者

⑵ 空港保安警備業務２級

空港保安警備に係る旧１級検定又は旧検定であって旧規則第１条第２項に規定する２級に係るもの（以下「旧２級

検定」という。）に合格した者

⑶ 施設警備業務１級

旧規則第１条第１項の表に規定する常駐警備（次号において「常駐警備」という。）に係る旧１級検定に合格した

者

⑷ 施設警備業務２級

常駐警備に係る旧１級検定又は旧２級検定に合格した者

⑸ 交通誘導警備業務１級

旧規則第１条第１項の表に規定する交通誘導警備（次号において「交通誘導警備」という。）に係る旧１級検定に

合格した者

⑹ 交通誘導警備業務２級

交通誘導警備に係る旧１級検定又は旧２級検定に合格した者

⑺ 貴重品運搬警備業務１級

旧規則第１条第１項の表に規定する貴重品運搬警備（次号において「貴重品運搬警備」という。）に係る旧１級検

定に合格した者

⑻ 貴重品運搬警備業務２級

貴重品運搬警備に係る旧１級検定又は旧２級検定に合格した者

２ 検定合格者審査の申請の対象者

検定合格者審査は次に掲げる条件を満たさない者について行う。

⑴ 旧検定に合格した警備員であって、平成17年11月21日現在当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該

警備業務に従事している期間が継続して１年以上であるもの

⑵ 旧検定に合格した者であって、平成17年11月21日現在現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習（旧規則第12

条第１項に規定する指定講習をいう。）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続

して１年以上であるもの（⑴に掲げる者を除く。）

３ 検定合格者審査の実施日時、場所及び定員

回 実 施 日 時 実 施 場 所 定 員

第１回 平成21年８月25日（火） 松江市打出町250番地１ 50人

午前９時から午後０時まで 島根県運転免許センター

第２回 平成21年９月29日（火） 50人

午前９時から午後０時まで

第３回 平成21年10月14日（水） 50人

午前９時から午後０時まで

第４回 平成21年11月25日（水） 50人
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午前９時から午後０時まで

第５回 平成22年１月13日（水） 50人

午前９時から午後０時まで

第６回 平成22年１月27日（水） 50人

午前９時から午後０時まで

４ 検定合格者審査の方法

次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、学科試験は実技試験の前に行い、学科試験に合格しなかっ

た者に対しては、実技試験を行わない。

⑴ 学科試験の科目

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 警備業務の実施に関すること。

エ 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

⑵ 実技試験の科目

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

５ 検定合格者審査申請手続に関する事項

⑴ 受付期間

ア 第１回審査

平成21年７月13日（月）から同月24日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。）の午前８時30分か

ら午後５時まで

イ 第２回審査

平成21年８月17日（月）から同月28日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時ま

で

ウ 第３回審査

平成21年９月７日（月）から同月16日（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時ま

で

エ 第４回審査

平成21年10月13日（火）から同月23日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時ま

で

オ 第５回審査

平成21年11月16日（月）から同月27日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。）の午前８時30分か

ら午後５時まで

カ 第６回審査

平成21年12月14日（月）から同月25日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。）の午前８時30分か

ら午後５時まで

なお、いずれも申請順に受け付け、定員に達した時点で受付を締め切る。

⑵ 提出書類

ア 審査申請書（規則附則別記様式）１通

イ 添付書類

ｱ 写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメート( )

ルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）１葉

ｲ 旧規則第８条の規定による合格証（以下「旧合格証」という。）の写し１通( )

 
6



第2,096号 島 根 県 報 平成21年６月23日

ｳ 島根県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面又はその者が警備員である場合にはその者が島( )

根県内に所在する営業所に属することを疎明する書面（旧合格証を島根県公安委員会から交付されている者は、

提出を要しない。）１通

ｴ 島根県外に住所を有する者にあっては、その者が警備員として島根県内に所在する営業所に属することを疎明( )

する書面（旧合格証を島根県公安委員会から交付されている者は、提出を要しない。）１通

ｵ 代理人（申請者が属する警備業者の従業員に限る。）が審査申請書を提出する場合にあっては、申請者本人の( )

委任状１通

⑶ 提出先

次のいずれかの警察署に提出すること。

なお、郵送による申請は認めない。

ア 島根県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

ｱ 旧合格証の交付申請を行った警察署( )

ｲ 住所地（島根県内に限る。）を管轄する警察署( )

ｳ 警備員である場合におけるその者の属する営業所の所在地（島根県内に限る。）を管轄する警察署( )

イ 島根県公安委員会以外の都道府県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者で、島根県内に住所を有する者

又はその者が警備員である場合におけるその者の属する営業所が所在する者

ｱ 住所地を管轄する警察署( )

ｲ 営業所の所在地を管轄する警察署( )

６ 検定合格者審査手数料

4,700円

審査申請書の提出時に、島根県収入証紙を手数料納付書にはり付けて納付すること。なお、審査申請書を受理した後

は、検定合格者審査手数料は還付しない。

７ その他

⑴ 検定合格者審査を受ける者は、審査当日、旧合格証を必ず持参すること。

⑵ 審査当日は、午前９時から午前９時20分までを受付時間とする。

８ 問い合わせ先

島根県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0852-26-0110内線3491、3493）又は島根県内の最寄りの警察署生活

安全（刑事）課（係）に行うこと。
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